秘密保持・競業避止に関する誓約書

●●株式会社（以下「甲」という）と●●（以下「乙」という）は、秘密情報および競業避止の取り扱いについて、次のとおり秘密保持・競業避止に関する誓約書（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （本契約の目的）
本契約は、乙が業務上知り得た甲の秘密情報の適正な取り扱いおよび秘密保持を確保するとともに、当該情報の利用による競業行為を防止し、甲の営業上の利益を守ることを目的とする。

第2条 （秘密情報の定義）
1 [bookmark: _Hlk217557325]　本契約において「秘密情報」とは、乙が業務上知り得た、甲に関する以下の情報をいう。
（1） 顧客・取引先に関する情報（住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他連絡先など）
（2） 経営上の情報（営業戦略、経営企画、提携企業など）
（3） 財務上の情報（売上、経費、財務状況、原価計算など）
（4） 人事上の情報（採用人数、人事戦略、従業員の個人情報・個人番号など）
（5） 知的財産権に関わる情報（営業・技術・管理上の有用な情報、研究開発中の製品、試作品など）
（6） その他、甲が秘密保持対象として取り扱う一切の情報
2 ただし、前項の規定に関わらず、以下の各号のいずれかに該当するものは除く。
（1） 開示時点で、既に乙が知得していたもの
（2） 開示時点で、既に公知であったもの
（3） 乙が、正当な権利を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
（4） 開示を受けた後で、乙の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの

第3条 （秘密保持義務）
1 乙は、秘密情報を業務目的以外に使用せず、第三者に開示・漏洩又は自らの利益のために使用してはならない。ただし、甲による事前の書面による承諾を得た場合、又は裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合はこの限りではない。
2 乙は、甲による事前の書面による承諾を得ない限り、秘密情報の全部又は一部を、複製又は複写してはならない。
3 乙は、甲による事前の書面による承諾を得ない限り、秘密情報の全部又は一部を、業務目的を離れて社外に持ち出し、又は私的に保管してはならない。
4 乙は、甲から要求があった場合、すべての秘密情報（複製・複写等を含む）を遅滞なく返却しなければならない。また、甲が指示したときは、自らの責任において廃棄・消去しなければならない。

第4条 （競業避止義務）
乙は、退職後●年間、会社の営業上の利益を侵害する次の行為を行わない。
（1） 甲と同一または類似の業務内容を行う企業への就職、役員就任
（2） 会社と競合する事業を目的とした企業、または個人事業の開始
（3） 在職中に担当していた顧客、または会社の取引先に対する営業行為
（4） 前各号に準じる行為で、会社に実質的な損害を与えるおそれのあるもの

第5条 （競業避止義務の範囲）
競業避止義務の対象となる地域は、会社が実際に営業活動を行っている〇〇地域に限る。

第6条 （代償措置）
甲は、第4条の競業避止義務に対する代償として、次の措置を講じる。
（1） 退職金●円の加算
（2） 競業避止期間中、月額●円の手当の支給

第7条 （損害賠償）
1 乙が本誓約書に違反した場合、甲は、当該行為の差止めおよび、当該違反により生じた損害について、損害賠償を請求できるものとする。
2 前項の場合において、甲は、就業規則または退職金規程の定めに基づき、乙に支給すべき退職金の全部または一部を返還させ、もしくは減額することができるものとする。

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自１通を保有する。

●●年●●月●●日

甲：　●●株式会社　　　　　　　　
（住所）　　　　　　　　　　
（代表者名）　　　　　　　

乙：　●●　　　　　　　　　　　　
（住所）　　　　　　　　　　
（氏名）　　　　　　　　　
